
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケ―シングで入口と弁室と出口を形成し、弁室と出口を連通する弁口を設け、弁体を連結
したフロ―トを弁室内に配置してフロ―トの浮上降下により弁体で弁口を開閉するものに
おいて、フロ―トを筒状に形成し、筒状フロ―トの上端を入口の弁室側開口下端よりも上
方に延ばし、弁口の弁室側開口端を筒状フロ―トの内側に位置させると共に、入口の流体
圧力を開弁方向にばねの付勢力を閉弁方向に作用させた弁体を筒状フロ―トの内側に連結
したことを特徴とするフロ―ト式ドレントラップ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、気体と液体の比重差を利用して、弁室内に収容したフロ―トで弁体を駆動し、
蒸気や圧縮空気及びガス配管系に発生する復水や凝縮水等のドレンを自動的に排出するフ
ロ―ト式ドレントラップに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のフロ―ト式ドレントラップは、例えば特公平７－９２１９５号公報に示されている
。当該公報から理解されるように、ケ―シングで入口と弁室と出口を形成し、弁室と出口
を連通する弁口を弁室低部に設け、弁口を開閉する弁体を連結したフロ―トを弁室内に配
置したものであり、入口から弁室へ流入するドレンにより液面が上がると、フロ―トが浮
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上して弁体が弁口を開くことによりドレンを外部に排出せしめ、ドレンの排出により弁室
内の液面が下がると、フロ―トが降下して弁体が弁口を閉じることにより気体の流出（漏
れ）を防止する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のフロ―ト式ドレントラップは、流体に混在して弁室内に流入したゴミやスケ―
ル等の異物を弁体と弁口の間に噛み込み易く、完全閉弁できなくなって漏れを生じ易いと
いう問題点があった、これは、弁室低部に弁体と弁口が位置するために、弁室底部に流下
する異物が弁体や弁口の表面に付着し易く、また弁室底部に溜った異物が排出ドレンと共
に弁口に流れ込み易いためである。
【０００４】
従って、本発明の技術的課題は、弁体と弁口の間に異物を噛み込み難いフロ―ト式ドレン
トラップを提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の技術的課題を解決するために講じた本発明の技術的手段は、ケ―シングで入口と弁
室と出口を形成し、弁室と出口を連通する弁口を設け、弁体を連結したフロ―トを弁室内
に配置してフロ―トの浮上降下により弁体で弁口を開閉するものにおいて、フロ―トを筒
状に形成し、筒状フロ―トの上端を入口の弁室側開口下端よりも上方に延ばし、弁口の弁
室側開口端を筒状フロ―トの内側に位置させると共に、入口の流体圧力を開弁方向にばね
の付勢力を閉弁方向に作用させた弁体を筒状フロ―トの内側に連結したことを特徴とする
フロ―ト式ドレントラップにある。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明のフロ―ト式ドレントラップは、筒状フロ―トの上端を入口の弁室側開口下端より
も上方に延ばし、弁口の弁室側開口端を筒状フロ―トの内側に位置させると共に、入口の
流体圧力を開弁方向にばねの付勢力を閉弁方向に作用させた弁体を筒状フロ―トの内側に
連結している。そのため、弁室内に流入した異物の殆どを筒状フロ―トの外側を流下させ
ることができる。また弁体と弁口の位置を高くして弁室底部から離すことができる。その
ため、弁体と弁口の間に異物を噛み込み難くなる。
【０００７】
【実施例】
上記の技術的手段の具体例を示す実施例を説明する（図１参照）。本実施例はフロ―ト式
スチ―ムトラップに適用したものである。
【０００８】
本体１に底蓋２を締結して内部に弁室３を有するケ―シングを形成する。本体１の上部に
入口４と出口５を同一軸上に形成する。入口４は弁室３の上部に連通する。本体１に頂壁
から弁室３のほぼ中央まで延びる仕切壁６を設け、仕切壁６に出口５に連通する出口通路
７を形成する。仕切壁６の底壁に弁口８を有する弁座９を固着する。弁室３は弁口８から
出口通路７を通して出口５に連通する。
【０００９】
仕切壁６の外側に有底円筒形状のフロ―ト１０を配置する。フロ―ト１０の内側に弁口８
が位置する。フロ―ト１０の上端は入口４の弁室３側開口下端よりも上方に延ばす。フロ
―ト１０の底壁に内側と下方を連通する連通孔１１を複数個開ける。フロ―ト１０の底壁
上面に弁口８を開閉する弁体１２を固着し、コイルばね１８で閉弁方向に付勢する。弁体
１２はフロ―ト１０の内側に位置する。弁体１２に上方に延びる弁棒部１３を形成し、仕
切壁６の案内孔１４に上下動自在に嵌合する。フロ―ト１０の底壁下面に案内棒１５を固
着し、底蓋２の案内孔１６に上下動自在に嵌合する。フロ―ト１０の外側に入口４から弁
室３に流入する異物を捕捉する円筒形状のスクリ―ン１７を配置する。
【００１０】
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次に本実施例のフロ―ト式スチ―ムトラップの作動を説明する。図１に示す状態は、フロ
―ト１０が降下して弁体１２が弁口８を閉じた状態を示している。復水と蒸気が入口４か
らスクリ―ン１７を通して弁室３に流入し、復水が下部に蒸気が上部に分離して溜る。復
水の流入によって液面が上がるとフロ―ト１０は浮力が大きくなるので浮上し、弁体１２
が弁口８を開く。これにより、弁室３の復水が弁口８から出口通路７を通して出口５に排
出される。復水の排出により弁室３内の液面が下がると、それと共にフロ―ト１０が降下
し、弁体１２が弁口８を閉じる。これにより、蒸気の流出を防止する。
【００１１】
スクリ―ン１７のメッシュより大きな異物はスクリ―ン１７で捕捉され、小さな異物がス
クリ―ン１７を通過する。スクリ―ン１７を通過した小さな異物は、フロ―ト１０の上端
を越えて内側に流入し難く、殆どがフロ―ト１０の外側を流下して弁室３の底部に溜るの
で、弁体１２や弁口８の表面に付着し難くなる。また弁室底部に溜った小さな異物は、上
方に位置するフロ―ト１０の内側の弁口に流れ込み難くなる。これにより、弁体と弁口の
間に異物を噛み込むことが少なくなる。
【００１２】
【発明の効果】
本発明は下記の特有の効果を生じる。
上記のように本発明によるフロ―ト式ドレントラップは、弁体と弁口の間に異物を噛み込
み難いので、漏れのない初期の良好な作動を長期に渡って維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例のフロ―ト式スチ―ムトラップの断面図である。
【符号の説明】
１　本体
２　底蓋
３　弁室
４　入口
５　出口
８　弁口
１０　フロ―ト
１２　弁体
１７　スクリ―ン
１８　コイルばね
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【 図 １ 】
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